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不
登
校
児
童
生
徒
支
援
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

文
部
科
学
省
が
令
和
七
年
度
に
公
表
し
た
児
童
生
徒
の
問
題
行
動
・
不
登
校
等
生
徒
指
導
上
の
諸
課
題
に
関
す
る
調
査
結
果

に
よ
れ
ば
、
令
和
六
年
度
の
小
・
中
学
校
に
お
け
る
不
登
校
児
童
生
徒
数
は
三
十
五
万
三
千
九
百
七
十
人
に
達
し
、
十
二
年
連

続
で
増
加
し
過
去
最
多
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
憲
法
第
二
十
六
条
及
び
教
育
基
本
法
に
定
め
る
教
育
の
機
会
均
等
の
実
質

的
な
保
障
の
重
要
性
に
鑑
み
、
極
め
て
深
刻
な
事
態
で
あ
る
。 

 

不
登
校
児
童
生
徒
に
つ
い
て
は
、
「
学
校
生
活
へ
の
意
欲
低
下
」
（
三
十
・
一
％
）
、
「
生
活
リ
ズ
ム
の
不
調
」
（
二
十

五
・
〇
％
）
、
「
不
安
・
抑
う
つ
」
（
二
十
四
・
三
％
）
等
に
関
す
る
相
談
が
あ
っ
た
こ
と
等
が
把
握
さ
れ
て
お
り
、
児
童
生

徒
の
心
理
的
・
社
会
的
困
難
が
複
合
的
に
絡
ん
で
い
る
。 

 

政
府
は
、
義
務
教
育
の
段
階
に
お
け
る
普
通
教
育
に
相
当
す
る
教
育
の
機
会
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
教
育
機
会

確
保
法
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
基
本
指
針
の
策
定
や
「
学
び
の
多
様
化
学
校
（
い
わ
ゆ
る
不
登
校
特
例
校
）
」
の
設
置
促

進
、
「
Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
」
の
推
進
等
の
施
策
を
展
開
し
て
い
る
が
、
自
治
体
間
格
差
、
人
材
・
財
源
の
不
足
、
民
間

支
援
団
体
と
の
連
携
不
全
な
ど
、
構
造
的
課
題
は
依
然
と
し
て
解
消
さ
れ
て
い
な
い
。 

 

こ
う
し
た
状
況
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 



 

２ 

 

一 

不
登
校
の
増
加
要
因
の
政
府
認
識
に
つ
い
て 

 

１ 
令
和
六
年
度
に
不
登
校
児
童
生
徒
数
が
過
去
最
多
を
記
録
し
た
現
状
を
、
政
府
は
ど
の
よ
う
に
分
析
し
て
い
る
か
。 

 

２ 

家
庭
・
学
校
・
社
会
・
本
人
に
係
る
要
因
に
分
類
し
た
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
要
背
景
に
つ
い
て
、
政
府
の
見
解
を
示

さ
れ
た
い
。 

二 

教
育
機
会
確
保
法
の
実
効
性
評
価
に
つ
い
て 

 

１ 

同
法
施
行
か
ら
現
在
ま
で
の
成
果
と
限
界
を
、
定
量
的
・
定
性
的
に
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
か
。 

 

２ 

自
治
体
に
お
け
る
条
例
制
定
・
施
策
推
進
の
状
況
を
把
握
し
て
い
る
か
。 

 

３ 

法
改
正
の
必
要
性
に
つ
い
て
、
政
府
内
で
の
検
討
状
況
を
示
さ
れ
た
い
。 

三 

自
治
体
間
格
差
と
国
の
責
任
に
つ
い
て 

 

１ 

不
登
校
児
童
生
徒
に
対
す
る
支
援
拠
点
数
及
び
相
談
体
制
、
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用
度
等
に
お
け
る
自
治
体
間
格
差
の
現
状
認
識

を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

国
と
し
て
最
低
限
の
支
援
水
準
を
保
障
す
る
制
度
的
枠
組
み
を
設
け
る
考
え
は
あ
る
か
。 

四 

居
場
所
・
オ
ン
ラ
イ
ン
支
援
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て 



 

３ 

 

 
１ 

Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
に
よ
る
居
場
所
支
援
・
オ
ン
ラ
イ
ン
学
習
支
援
を
、
教
育
制
度
の
一
環
と
し
て
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る

か
。 

 

２ 

そ
れ
ら
の
活
動
に
対
す
る
恒
常
的
な
財
政
支
援
・
人
材
育
成
支
援
の
方
針
を
示
さ
れ
た
い
。 

五 

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
と
学
び
の
保
障
に
つ
い
て 

 

１ 

Ｇ
Ｉ
Ｇ
Ａ
ス
ク
ー
ル
構
想
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
学
習
者
用
情
報
端
末
等
を
活
用
し
た
在
宅
学
習
・
オ
ン
ラ
イ
ン
教
育 

の
全
国
的
な
実
態
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
か
。 

 

２ 

登
校
困
難
な
児
童
生
徒
に
対
し
て
、
登
校
し
て
い
る
児
童
生
徒
と
同
等
の
学
習
機
会
を
保
障
す
る
制
度
的
措
置
の
検
討

状
況
を
示
さ
れ
た
い
。 

六 

心
理
的
支
援
・
家
庭
支
援
体
制
の
強
化
に
つ
い
て 

 

１ 

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
・
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
配
置
状
況
と
充
足
度
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

２ 

心
理
的
支
援
と
教
育
支
援
を
一
体
化
さ
せ
る
制
度
設
計
の
構
想
を
示
さ
れ
た
い
。 

七 

将
来
展
望
に
つ
い
て 

 

１ 

政
府
と
し
て
、
今
後
五
年
間
に
不
登
校
児
童
生
徒
数
を
減
少
さ
せ
る
具
体
的
目
標
を
有
し
て
い
る
か
。 



 

４ 

 

 
２ 

現
行
制
度
を
超
え
る
抜
本
的
改
革
（
例
：
「
学
び
保
障
基
本
法
」
等
）
の
検
討
状
況
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


